
フェニックス・ライジング・ヨガセラピー 養成コース 

追加費用に関する規約 
 

指導実習中にかかる追加費用 

・ 認定フェニックス・ライジング・ヨガセラピストから受けるセッション費 

・ メンターあるいはスタッフとのコンサルテーションにかかる通信費 

・ 録音機材の購入あるいはレンタルにかかる費用（必要な場合のみ） 

・ 認定に必要な追加課題にかかる指導費 

・ 各課題提出締切日を超えた延長費用 

 

養成コース開始後のステータス変更について 

養成コースの定められた期間内であれば必要なサポートは受けられますが、研修生の状況変化

などにより、締切日までに必要課題を提出できなくなることもあります。 

そのような状況変化に関連して、追加費用の規定を以下のように設けますのでご理解ください。 

 

・ コース未完了時の延長について：コースの終了日までに必要課題を終了できない場合、延長す
ることができます。最短１ヶ月から月単位で延長でき、最初の 3 ヶ月は毎月 30,000 円、そ

れ以降は毎月 36,000 円が必要となります。延長期間中にビデオの課題評価を受ける場合に

は、1回につき9,000円の追加費用が必要となります。 

 

・ 追加課題について：認定前に追加課題が必要とされた場合、追加された課題の分量および指導

に関わる期間によって追加費用が決定されます。 

 

・ 課題提出について：課題提出の遅延、または未完了で提出された場合、5,000円の追加費用が

必要となります。 

 

・ ビデオ課題の提出について：ビデオ課題の提出の遅延、または音声が聞き取れない等の理由に

より受領できない場合、再提出1件につき9,000円が課されます。 

 

・ ミッドターム未完了の場合：諸々の事情でミッドタームに参加できない場合、次回の養成コースの

ミッドタームに参加できます。ただし、そのための追加費用が必要となります。 
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